
お一人でご利用のお客様が対象となります

平成20年12月1日～平成21年1月31日まで

改正道路交通法施行されても、無くならない飲酒運

転による人身事故。少しの気のゆるみが大きな事故

を招き、多くの人に多大な損害を与えます。特に事

故の多い1名での飲酒運転をさせない為にＮＰＯ法人

ツイン代行サービスができることは何かを考えました。

※他のサービスとの併用はできません。詳しくは代行終了時にお渡しするチケットの裏面をお読み下さい。


